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一区あたり７～８万人とすべき。 2 0 1 1

一区あたり平均１０万人程度とすべき。 16 14 7 5 2 2

一区あたり平均１０万人程度にこだわらなくてよい。 5 2 1 1 1 2

一区あたり１０～１２万人程度とすべき。 1 0 1

一区あたり２０万人以下とすべき。 1 1 1

各区の人口のバラつきを小さくすべき。 12 9 1 1 1 6 2 1

人口のバラつきを小さくし，１０万人に近づけるべき。 38 36 36 2

人口のアンバランスはあって当然。人口割りする必要はない。 4 4 2 2

中心部は人口が多くてもよい。 1 1 1

小　　計 80 67 2 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 7 44 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 2

地区事務所所管区域を分割しないでほしい。 1 1 1

地区事務所所管区域を分割することも検討してほしい。 3 3 3

現状の市町村界・地区事務所界を境界とするのはふさわしくない。 1 0 1

小　　計 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歴史的沿革を重視すべき。 9 3 1 1 1 1 2 1 1 1

西新潟・東新潟の観点を重視すべき。 13 11 1 2 3 2 1 1 1 1 1

小　　計 22 14 1 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2

境界はなるべく自然境界に整序すべき。（飛び地） 6 2 1 1 3 1

境界はなるべく川や国道など明確な地形・地物とすべき。 7 5 1 1 1 2 1 1

大きな川は境界線としてよいが，小さな川は境界にすべきではない。 7 7 5 1 1

亀田郷地区と鳥屋野潟付近の境界については，中部下水処理場・上沼地区を南
地区事務所所管区域の鳥屋野地区に含める方がすっきりとしているのでは。
（親松排水路～鳥屋野潟を境に区分けした方がよい）

6 5 4 1 1

小　　計 26 19 0 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

地域の歴史，風土や路線，道路等を尊重してほしい。 7 4 2 1 1 1 1 1

生活圏の一体性を考慮してほしい。 170 124 1 4 1 3 1 4 1 9 88 1 11 8 4 15 3 2 8 2 1 3

市街地の連続性を重視すべき。 1 1 1

高美町は鳥屋野地区の区割り内を要望する。 80 80 80

全体を分割する形で区割りするのでなく，小さいまとまりをつなぐ考えで
都市像を浮かび上がらせて，新しい総合計画に反映させながら，整理すべき。

1 1 1

小　　計 259 210 1 6 1 0 1 3 0 0 1 0 0 5 0 81 11 88 1 11 0 0 9 0 0 0 0 4 15 4 2 9 2 1 0 3

３つにすべき。 1 1 1

３～５つがよい。 2 1 1 1

４～５つにすべき。 2 1 1 1

５つにすべき。 4 4 1 1 1 1

５～６区案もつくるべき。 2 2 1 1

６つにすべき。 4 2 1 1 1 1

７つより少なくすべき。 1 1 1

７つがよい。 18 12 8 3 1 1 2 1 1 1

７つにこだわらなくてよい。 3 2 1 1 1

８つにすべき。 49 41 1 1 39 2 2 1 1 2

８つ～９つにすべき。 3 2 1 1 1

１０がよい。 2 0 2

１２がよい。 1 1 1

１３がよい。 2 0 2

区の数は少ない方がよい。 3 1 1 1 1

小　　計 97 71 2 4 2 0 4 9 0 0 1 0 1 1 0 0 3 42 0 1 1 1 1 2 0 0 1 9 4 1 0 1 2 2 0 2

区割りに関する意見２　一覧表

意　　見　　概　　要 意見数
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市
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他

亀田
町

岩室
村

歴史的沿革・
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がり）

区の数

③
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小中学校区が分断されることがないように区割りすべき。 110 109 64 40 1 1 1 1 1 1

小学校区が分断されることがないように区割りすべき。 5 5 4 1

中学校区が分断されることがないように区割りすべき。 5 5 1 2 1 1

区割り後も同じ中学校に通えるようにしてほしい。 2 2 1 1

小　　計 122 121 0 69 42 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

自治会のつながりを重視してほしい。 1 1 1

小　　計 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

区役所の位置も区割りとあわせ示すべき。 44 42 42 2

区役所の位置も早期に示すべき。 4 4 4

区役所まで公共交通機関で用が足せるようにしてほしい。 5 2 2 2 1

区役所まで公共交通機関で３０分以内にしてほしい。 1 1 1

区役所は駅の近くで駐車場が広いところ等を考えてほしい。 1 0 1

区役所は広い駐車場が確保される地域に設置してほしい。 1 1 1

区役所は１１６号沿線に設置希望。 1 0 1

区役所は現在の市町村役場・出張所をそのまま生かしてほしい。 2 2 1 1

区役所は当面，既存の施設を使い，計画的に建て替える。 1 1 1

区役所は人口の密集度，交通網の整備状況，区役所用地の確保が容易である等
の，適正な基準により判断してほしい。

1 1 1

区役所は新庁舎建設しないべき。 2 0 1 1

区役所は新庁舎建設しないというのは一律に考えるべきでない。 2 2 2

区役所はお互いに納得の行く場所に慎重に決めてほしい。 1 1 1

区役所は現在より不便にならない位置に設置してほしい。 3 2 2 1

新潟市役所を区役所にすべき。 2 2 2

豊栄市役所を区役所にすべき。 3 2 2 1

豊栄市役所より早通出張所に区役所を設置してほしい。 1 1 1

新津市役所を区役所にすべき。 2 2 2

白根市役所を区役所にすべき。 1 1 1

坂井輪地区に区役所を設置してほしい。 4 4 4

小針地区に区役所を設置してほしい。 1 1 1

内野地区に区役所を設置してほしい。 1 1 1

内野西ヶ丘・越後赤塚駅周辺に設置してほしい。 1 1 1

東地区事務所を区役所にすべき。 1 1 1

中地区事務所を区役所にすべき。 1 1 1

石山に区役所を設置してほしい。 27 25 25 2

石山地区事務所または亀田町役場に区役所を設置してほしい。 1 1 1

４区の区役所は現在の亀田町役場に設置してほしい。 27 1 1 1 23 1 1

区役所は現西川町役場がよい。 7 0 1 5 1

西川町役場または白根市役所に区役所を設置してほしい。 1 1 1

巻町に区役所を設けるべき。 11 1 1 3 6 1

巻町に区役所を設けるべきでない。 1 0 1

小　　計 162 105 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 20 76 0 3 0 1 0 2 0 1 23 8 9 0 0 0 0 6 2 5

区割りに関する意見２　一覧表

意　　　見　　概　　要 意見数
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他
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市
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村
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村
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口村

亀田
町
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村

味方
村

区役所の位置
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区政後も地区事務所・支所をある程度使えるようにすべき。 3 1 1 2

現在の役所・役場・事務所等はそのまま残すべき。 2 2 1 1

近くの区役所で用が足せるようにすべき。 1 0 1

区長は公選とし，民主的な区政運営をすべき。 2 1 1 1

区長は副市長（助役）又は局長待遇とし，行政権限を持たせ，充実した地域行
政が可能となるように独自予算を割り当てる。
区に本庁に対応する部・課を置き，独自の権限を持たせ，完結型の区政がやれ
るようにする。

1 1 1

区役所・出張所のサービスは今までより不便にならないように。 7 1 1 1 5

各区の独自の運営，活動がどこまでできるのか。すみよい街づくりを。 1 1 1

駐車場を広くし，区役所と公民館，図書館，青少年センターなどとの
複合施設とすべき。

1 1 1

各地「区」に福祉会館（多目的・複合型）を設置する。
障害者や老人，一般の人が集まれる場所にする。スポーツ施設やデイサービ
ス，レストラン，カルチャーセンターなどがひとつになった建物が理想。

1 0 1

地域のことは区役所で住民の意見を聴いて決定するべき。 1 0 1

住民ニーズ・世論が行政に反映できるような自治組織・システムをつくってほ
しい。

2 1 1 1

政令指定都市移行後の行政組織，特に対市民サービスの具体例を早期に示して
ほしい。

2 1 1 1

白根に支所を設置してほしい。 1 0 1

小　　計 25 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 3 0 1 4 1 0 0 1 6 0 0 0 1 0 0 0 1

区名も区割りと合せ示すべき。 45 43 43 2

区名も早期に示すべき。 3 3 3

区名は旧地名をつけるべき。 1 0 1

区名は旧市町村名は避けるべき。 1 1 1

中央・東西南北の区名をつけるべき。 4 1 1 1 1 1

新潟市域は中央・東西南北とし，他の市町村はそのまま市町村名を区名に。 1 0 1

旧地名・有名地名を優先し，中央・中・東西南北の区名は避けるべき。 3 3 1 1 1

新しい名前にならないよう，先人が残された由来ある名前になるよう，
東西南北・草花の区名は避けるべき。

2 2 2

東西南北の区名は避けるべき。 1 0 1

東西南北の区名は避け，新津・白根・豊栄は市制を敷いていたことから，
そのまま区名に採用するとよい。

1 1 1

固有名詞を区の名前にすべき。 1 0 1

区名は一字にするとよい。 1 1 1

区名はさわやかで分かりやすい名前を希望する。 2 1 1 1

区名は公募・アンケートで決めてほしい。（アンケートは１８歳以上がよい） 1 0 1

１区の区名を豊栄区に。 1 0 1

１区は北蒲原区で。豊栄区，北区は駄目。 1 1 1

新津を区名に。 1 0 1

亀田を区名に。 4 0 3 1

白根の区名は避けるべき。 1 0 1

沼垂を区名に。 1 1 1

区の名前に岩室がついたらよい。 2 0 2

阿賀野区などがよい。 1 1 1

茶豆区がよい。 1 0 1

緑区がよい。 1 0 1

市名は越後市，区名は越後北区など。 1 0 1

小　　計 82 59 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 4 47 1 0 0 1 3 1 2 2 3 5 1 0 1 0 0 1 0 3

新　　　潟　　　市

白根
市

豊栄
市

巻町 不明
西川
町

味方
村

潟東
村

月潟
村

区名

中之
口村

その
他

小須
戸町

横越
町

亀田
町

岩室
村

区役所・出張
所の機能

区割りに関する意見２　一覧表

意　　　見　　概　　要 意見数
新津
市
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巻町を含めて考えるべき。 98 11 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 3 43 13 2 4 2 4 9

巻町を入れて８区。 25 8 3 1 2 1 1 1 2 2 3 7 1 1

巻町を入れて８～９区。 1 1 1

巻町との合併後にＡ案の６・７区，巻町の住民に再度意見募集をすべき。 1 1 1

小　　計 125 21 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 7 3 0 1 0 3 4 2 1 2 6 50 14 2 4 2 5 9 0 0

区割りについて意見を聞く必要はないのでは。もっと別のところに税金を
使った方がよい。

1 1 1

住民の側に立った区割りを。公表が早いのではないか。業者との癒着になる。 1 1 1

区割りはもう少し時間をかけて検討してほしい。 1 1 1

区割りをテーマにしたワークショップや意見交換会を開いた方がいい。 1 1 1

区割りは行政の効率性の視点も重要だと思う。 1 1 1

分権研究部会に一任する。 1 0 1

今のところなんともいえない。色々の方法をとり，良いようにすべき。 1 0 1

小　　計 7 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,013 707 10 95 52 1 10 24 3 1 7 0 5 21 2 83 59 307 2 23 2 7 27 14 3 6 35 88 44 9 9 13 9 21 2 19

※第一次意見募集終了後に提出された意見を含む

新　　　潟　　　市

合　　　計

巻町の
取り扱い

その他

区割りに関する意見２　一覧表

意　　　見　　概　　要 意見数
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市

小須
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町

西川
町

味方
村

岩室
村

白根
市

豊栄
市

亀田
町

巻町 不明
潟東
村

月潟
村

中之
口村

その
他
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